
議案第 54号 

   令和２年度伊賀市一般会計補正予算（第３号） 

令和２年度伊賀市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１３２，６５２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３，０７５，９５９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和２年６月４日提出 

伊賀市長 岡 本  栄 
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　 第１表　   歳入歳出予算補正

   歳     入 （単位 ： 千円）

款 項

14 分担金及び負担金 377,532 5,450 382,982 

 1 分担金 44,828 5,450 50,278 

16 国庫支出金 14,349,778 8,292 14,358,070 

 1 国庫負担金 3,720,629 27,354 3,747,983 

 2 国庫補助金 10,605,376 △19,062 10,586,314 

17 県支出金 2,743,442 74,095 2,817,537 

 1 県負担金 1,551,834 13,677 1,565,511 

 2 県補助金 971,860 60,250 1,032,110 

 3 委託金 219,748 168 219,916 

20 繰入金 2,378,292 15,015 2,393,307 

 2 基金繰入金 2,353,334 15,015 2,368,349 

22 諸収入 625,336 16,000 641,336 

 5 雑入 484,642 16,000 500,642 

23 市債 4,121,393 13,800 4,135,193 

 1 市債 4,121,393 13,800 4,135,193 

52,943,307 132,652 53,075,959 

補正前の額 補 正 額 計

歳　　入　　合　　計
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   歳     出 （単位 ： 千円）

款 項

 2 総務費 15,838,950 39,216 15,878,166 

 1 総務管理費 14,858,393 39,216 14,897,609 

 3 民生費 14,656,780 54,707 14,711,487 

 2 老人福祉費 2,070,210 54,707 2,124,917 

 6 農林業費 1,852,056 73,987 1,926,043 

 1 農業費 1,719,434 73,987 1,793,421 

 8 土木費 2,468,143 △35,426 2,432,717 

 2 道路橋りょう費 923,125 △47,426 875,699 

 3 河川費 136,550 12,000 148,550 

 4 都市計画費 965,486 0 965,486 

10 教育費 4,095,402 168 4,095,570 

 1 教育総務費 1,048,477 168 1,048,645 

52,943,307 132,652 53,075,959 

補正前の額 補 正 額 計

歳　　出　　合　　計
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変　更

 
起債の目的    起債  償還

 限度額 利率 限度額 の 利率 の
    方法  方法
  　　 

5.0％以内

河川施設整備事業 14,500 34,500

（単位 ： 千円）

補  正  前 補  正  後 

起債の方法
 

償還の方法 
 

補正前
と同じ

補正前
と同じ（ただし、

利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
の見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

道路橋りょう整備事
業

263,900 247,100

街なみ環境整備事業 37,700

農業基盤整備事業 50,500

45,600

第　２　表　　　地　方　債　補　正

補正前
と同じ

 

証書借入
又は

証券発行

政府資金及び特定資金
についてはその融通条
件により、銀行その他
の場合には、債権者と
の協定によるものとす
る。ただし、市財政の
都合により据置期間及
び償還期限を短縮し若
しくは繰上償還又は低
利に借換えすることが
できる。

53,200
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